
  

  １ はじめに 

多気町においては、住居、商業、工業といった土地利用をバランスよく定め、誰もが暮らしやすく、活動しやすい

まちづくりを推進するため、平成 20 年９月に約 210.5ha の用途地域を指定しました。このうち、新たに商業機能の

集積を図るために開発された国道 42 号東側の商業系土地利用の多気町クリスタルタウン商業ゾーンにおいて、現

在、約 15.0ha の商業地域を指定しています。 

このたび、第３次多気町都市計画マスタープラン（令和８年３月改定予定）の土地利用方針では、都市計画基礎調

査の結果による土地利用動向や、今後の社会情勢・企業需要を踏まえ、用途地域と土地利用現況に乖離が見られる国

道 42 号東側の商業系土地利用の一部エリアを、新たな就業の場の創出に向けて、民間開発の誘導や企業連携を推進

するために、工業系土地利用とする見直しを行います。 

以上の状況を踏まえ、用途地域において、国道 42 号東側の商業地域の一部エリア（約 3.8ha）を工業地域に変更

します。これと併せて、クリスタルタウン周辺の商業地域（一部準工業地域も含む）において定めている、火災の発

生を抑えるため建築物の不燃化促進を図る準防火地域の区域も変更します。 

多 気 都 市 計 画 用 途 地 域 及 び 準 防 火 地 域 の 変 更 （ 素 案 ） の 概 要 

・用途地域等の変更区域（面積 約 3.8ha） 

・商業地域を工業地域に変更します。 

・併せて準防火地域を除外します。 

３ 準防火地域の変更 

 準防火地域は、商業地域（一部準工業地域も含む）において指定されており、この度、用途地域が商業地

域から工業地域に変更される区域において、準防火地域を除外します。また、準防火地域の除外にあたり、

次の①②③の建築制限がなくなります。 

①耐火建築物：４階以上または延べ面積 1,500 ㎡超 

②耐火建築物または準耐火建築物：３階建てまたは延べ面積 500 ㎡超 1,500 ㎡以下 

③木造建築物：３階建てまたは延べ面積 500 ㎡以下 

■ 変更の概要 

４ 今後の予定 

 用途地域と準防火地域の変更は、今後、三重県や関係機関との協議を実施するとともに、町民への計画案の縦

覧、多気町都市計画審議会の審議に基づき、令和８年４月の都市計画決定を予定しています。 

 

令和７年 12 月 多気町企画調整課 

■ 計  画  図 【変更区域】 

・用途地域の変更区域で指定されている 

準防火地域を除外します。 
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２ 用途地域の変更 

商業地域から工業地域に変更されることにより、建築物の用途制限が以下の①～④の通り変更になります。 

①工場や危険物の処理・貯蔵施設のうち、建築可能な種類や規模が拡張 

②大規模集客施設（床面積の合計が 1 万㎡を超えるもの）、宿泊・遊戯施設、学校・病院の建築が制限 

③建蔽率：80％⇒60％に変更 

④容積率：300％⇒200％に変更 

■ 新旧対照図 

【旧：変更前】 

・国道 42 号東側は商業地域に 

指定されています。 

【新：変更後】 

・国道 42 号東側の一部を 

工業地域に変更します。 

資料：多気町都市計画図 
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